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原子力機構の概要：1/2

• 我が国唯一の総合的な原子力の研究開発機関

• 主要テーマ

• 福島の再生・復興に向けた技術の確立

• 原子力安全の継続的改善

• 原子力を支える基礎基盤研究

• バックエンド技術の確立

• 高速炉サイクル技術の確立

• 「もんじゅ」、「ふげん」の廃止措置の実施

• 職員数

• 約3,100名（研究職／技術職／事務職）
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原子力機構の概要：2/2
廃炉国際共同研究センター
楢葉遠隔技術開発センター
大熊分析・研究センター
福島環境安全センター

安全研究センター
原子力緊急時支援・研修センター

原子力科学研究所
先端基礎研究センター
原子力基礎工学研究センター
原子力エネルギー基盤連携センター
物質科学研究センター
Ｊ－ＰＡＲＣセンター

大洗研究所
高速炉サイクル研究開発センター
高温ガス炉研究開発センター
環境技術開発センター
敦賀総合研究開発センター

核燃料サイクル工学研究所
環境技術開発センター
再処理廃止措置技術開発センター
プルトニウム燃料技術開発センター
人形峠環境技術センター
東濃地科学センター
幌延深地層研究センター
青森研究開発センター

新型転換炉原型炉ふげん
高速増殖原型炉もんじゅ原子力機構の研究開発成果2020-21

https://rdreview.jaea.go.jp/review_jp/2020/j2020_index.html 3
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制度化の概況

• データポリシーの策定

• 日本原子力研究開発機構研究データの取扱いに関する基本方針

• 規程類の制定、実施

• 研究データ取扱規程、研究データの取扱いについて（通達）

• 各組織においてデータ管理計画を作成、運用

• 要因：統合イノベーション戦略

• 国立研究開発法人：研究データの管理・利活用のための方針を策定

• 各府省・研究資金配分機関：競争的研究費による研究実施者がデータ管理計

画を策定することを要請する制度を導入

→これらに組織として対処するため
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従来の研究データ管理

• 研究開発部門それぞれの方針・方法で管理
• 共有サーバを設置している組織、データベースを構築している組織など

• 公開しているデータ
• 原子力の平和利用や国際貢献の一環として実施

• 組織として

• テクニカルレポート：JAEA-Research、JAEA-Data/Codeなど

• データベース等：核データライブラリなど

• 各組織のwebサイト：放射性物質モニタリングデータなど

• 個人として

• 論文に付随するデータ：出版社等の要求、研究分野の慣習
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テクニカルレポートの例
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データポリシー検討時の議論

•研究データ管理そのものの要否（組織的に実施する必要性）

•公開データの質、信頼性への懸念

•組織として方針・運用を統一する必要性

• 情報管理は従来どおり徹底

• 統一した方針やルール（管理や公開/非公開の基準）が必要

• 管理責任の所在を明確に

→データポリシーに基づいて規程類を制定し、組織的に運用する
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データポリシーと内規の制定

データ管理計画

通達

規程

対外的な方針
日本原子力研究開発機構

研究データ取扱いに関する基本方針

研究データ取扱規程

研究データの取扱いに

ついて（通達）

データ管理計画

機構全体の研究データの管理方針、

公開・非公開の決定等を規定

機構全体の管理における留意事項、

データ管理計画の項目等

機構内の各組織における研究デー

タ管理、公開・非公開の方針
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規程、通達の対象：1/2

•研究データの定義（対象とするもの）

• 電子データが対象

• 機構の研究開発・事業活動の過程、あるいはこれらの活動の結果とし

て収集・生成する情報のうち広く一般に利活用され得る、科学技術の

発展や産業の振興に資するような研究開発成果として有効と認め得る

もの（→職員等が収集・生成したデータ、契約等で取得したデータの

うち、有効と認め得るもの）

• 規程等の対象からは除外するもの

• 一般的な研究データの定義に含まれない情報（メタデータ、実態物等）

• 予備的分析、個人的な記録及び契約等により別に定めのあるもの
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・日誌

・メモ

・試料

・機器・設備

データ管理計

画：研究デー
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録・保管

装置

施設
実験により
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成果として
有効なデータ

成果として
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データ

研究開発報告書
類やデータベー
スで公開
（コード、モニタリ
ングデータ等）

データ
処理

論文 図表
（外部出版社）

データ絞
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研究開発の試行錯誤

※公開の範囲は、
研究分野や出版社
で幅がある

データを論文とと
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基本方針、規程類の管理対象外
（各組織又は研究者個人で管理）

基本方針、規程類の管理対象 基本方針、規程類の公開対象

論文に付随する
研究データ
（プロットデータ等）
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規程、通達で定める研究データ管理：1/2

•各組織は、

• 研究データ管理責任者を置き、研究データ管理計画を作成する

• 管理の対象とする研究データを決定する

• 管理の対象とする研究データは、

• 機密性を区分し、セキュリティ管理とアクセス制限を行う

• 個人情報は規程に準じて管理し、その他コンプライアンス上必要な措置を講じる

• 公開、非公開を決定する

• 原則として10年間研究データ管理を行う
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規程、通達で定める研究データ管理：2/2

• データ管理計画は

• 規程等で定める研究データを取り扱う組織が作成する

• 一定の価値を認め得る研究データを対象にその取り扱い（管理方法、公開・

非公開の方針等）に関する各組織の方針等をまとめ、明文化するもの

• 各組織の研究データ管理責任者は、

• データ管理計画に基づいて研究データ管理が適切に行われていることを確認

する

• 必要に応じてデータ管理計画を変更する
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公開/非公開とする研究データ

• 公開の対象

• 論文に付随する研究データ、研究開発報告書類及びデータベースで公開する

研究データ等、科学的価値を認め得るもの

• 観測データ等、現在及び将来において公益性、利活用可能性等の価値を認め

得るもの

• 非公開の対象

• 核不拡散/機微技術情報管理、個人情報保護等に基づく情報管理の観点から公

開できないもの

• 研究開発戦略、知的財産戦略等の観点から公開に適さないと各組織が判断す

るもの
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制度化の目的と変化

• 機構としての方針を明確にするとともに（基本方針）

• 制度化し、組織として実行することで（規程、通達）

• “オープンサイエンス”に向けて拡張/アップデートしていく

• 各組織における管理を明文化し（データ管理計画）、貴重な成果かつ資産で

ある研究データを継承する

• 価値の認め得る研究データは積極的に公開する＆公開の際には第三者も利用

可能にする

• そのためにも、研究データ管理計画等の共有・実施により、研究データを含

む成果等の適正な管理を行う
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課題と懸念

• 制度化だけでなく、システム面を含めた運用は検討・実施の途上

• 組織内外で、研究データ管理における研究者のモチベーションや評

価のための検討が必要

• 公開する際に

• 想定外の利用（軍事転用等）に備えた対応の検討、リスク管理

• 公開データの信頼性の担保や質保証の方法（どのようなデータ/プロセスであ

れば信頼できる/保証されたデータとなるのか）

• 永続的な公開：外部にプラットフォームは永続的な公開を保証しない→学協

会や出版社、各プラットフォーム（J-STAGE Data等）が使いやすく、永く公

開することを期待
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